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美波町議会だより 第67号

　

影
治
町
長
か
ら
「
町
長
提
案
理
由
説
明
」
が
あ

り
、
報
告
４
件
、
専
決
議
案
１
件
、
契
約
議
案
１

件
、
補
正
予
算
議
案
１
件
、
人
事
議
案
１
件
が
提

案
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
正
副
議
長
選
挙
、
常
任

委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
、
組
合
議

員
等
の
選
任
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
特

に
注
目
す
る
人
事
等
を
掲
載
し
ま
す
。

第１回臨時会の概要

　

二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
と
し
て
、

町
政
の
監
視
機
能
を
果
た
し
つ
つ
、
町
民
の
皆

さ
ま
の
声
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
次
世

代
へ
の
議
会
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
公

正
か
つ
円
滑
な
議
会
運
営
に
努
め
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

議
　
長

春
田
裕
計

　

春
田
議
長
を
補
佐
し
、
地
方
自
治
体
の
二
元

代
表
制
の
特
性
を
十
分
に
発
揮
し
な
が
ら
民
主

的
な
地
方
自
治
の
運
営
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
美
波
町
の
産
業
の
発
展
や
生
活
イ
ン
フ
ラ

の
維
持
等
を
通
じ
住
民
福
祉
の
向
上
に
尽
力
し

て
参
り
ま
す
。

副
議
長

片
山
正
敏

各議員の賛否（賛否の分かれた議案）� 議長…－　賛成…○　反対…╳　欠席…欠

議員名（議席番号順）

議　案

鈴
木
健
宏

北
山
朝
彦

中
川
尚
毅

松
本
晋
児

岩
瀬　

公

片
山
正
敏

戎
野　

博

遊
亀
聖
悟

春
田
裕
計

小
部
博
正

丸
龍
孝
敏

向
山
篤
宏

結果

議案第38号 R6年度情報系サーバー更改契約 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 − 〇 〇 〇 可決

議案第41号 監査委員の選任 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 除 − 〇 〇 〇 同意

※議案の名称は短縮してあります。
全会一致の議案（議案第 37号、専決第７〜 12号、議案第 39号〜 40号）は省略しています。

議
長
選
挙
結
果

春
田
議
員　

10
票

戎
野
議
員　

2
票

副
議
長
選
挙
結
果

片
山
議
員　

9
票

中
川
議
員　

3
票

春
田
議
長
を
各
組
合
議
員
に
選
任

海
部
郡
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
務
組
合
議
員

海
部
老
人
ホ
ー
ム
町
村
組
合
議
員

海
部
郡
衛
生
処
理
事
務
組
合
議
員

海
部
消
防
組
合
議
員

春
田
氏
、
片
山
氏

　
正
副
議
長
決
ま
る
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◆美波町議会議員役員名簿◆ 令和６年５月 17日

委　　員　　会 定数 委員長 副委員長 委　員（順不同）

常
任
委
員
会

総務 産 業 建 設 委 員 会 6 小部博正 丸龍孝敏
戎野博・片山正敏
中川尚毅・松本晋児

文 教 厚 生 委 員 会 6 向山篤宏 北山朝彦
岩瀬公・鈴木健宏
春田裕計・遊亀聖悟

議 会 運 営 委 員 会 6 松本晋児 中川尚毅
戎野博・丸龍孝敏
小部博正・向山篤宏

特
別
委
員
会

議会 広 報 特 別 委 員 会 5 遊亀聖悟 小部博正
片山正敏・北山朝彦
鈴木健宏

防災高台対策特別委員会 6 鈴木健宏 中川尚毅
岩瀬公・丸龍孝敏
松本晋児・向山篤宏

議 会 改 革 検 討・ 推
進 特 別 委 員 会 6 戎野　博 鈴木健宏

小部博正・北山朝彦
春田裕計・遊亀聖悟

国民健康保険運営協議会委員 （議長）春田裕計
（文教委員長）向山篤宏・（文教副委員長）北山朝彦

議 会 選 出 監 査 委 員 遊亀聖悟

◆
議
案
第
40
号

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

谷宏美氏（奥河内）
昭和 60年５月生まれ

　

保
護
者
の
意
見
を
反
映
す
る

た
め
。

◆
議
案
第
41
号

監
査
委
員
の
選
任

遊亀聖悟氏（日和佐浦）
平成５年４月生まれ

　

町
の
会
計
を
監
視
す
る
た
め

議
会
か
ら
選
出
。

　
教
育
委
員
は
、
教
育
行

政
の
基
本
方
針
や
重
要
事

項
の
審
議
、
決
定
に
携
わ

り
ま
す
。
年
齢
、
性
別
、

職
業
等
に
偏
り
が
生
じ
な

い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
保
護
者
を
含
む

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
任
命
は
、
保
護
者
の
方

か
ら
の
任
命
に
な
り
ま
す
。

　
監
査
委
員
は
、
町
の
事

務
執
行
の
正
否
や
適
否
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
住
民
や
議

会
等
が
正
し
く
判
断
す
る

も
と
と
な
る
情
報
の
提
供

に
携
わ
り
ま
す
。
議
会
の

同
意
を
得
て
、
町
長
が
選

任
し
ま
す
。


